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ピーク ２０位：７０万人以下１１位

１２位※東京23区を含めると
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●施 設 概 要

〈事業の目的〉

。



●施 設 概 要

〈事業の目的〉

地上1～2階

地上3～7階

地上8
～29階

住宅
フロア

駐車場

店舗フロア

中心市街地の
都市機能更新



〈事業の目的〉

住宅
フロア

店舗・事務所フロア
駐車場

地上4～27階

地上1～3階階

●施 設 概 要

良好な都市型
住宅の誘導



〈事業の目的〉

●施 設 概 要

地上4
～27階

地上1～2階

地上3～4階

住宅
フロア

店舗フロア

公益施設

駐車場

玄関口としての
都市環境整備



〈事業の目的〉

●施 設 概 要

地上3
～27階

地上1階

地上1～2階

住宅
フロア

店舗フロア

公益施設

共同化による高度化
と都市防災の強化



この法律は、市街地の計画的な再開発に関し必要な事項を定めることにより、
都市における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図り、
もつて公共の福祉に寄与することを目的とする。

（都市再開発法第1条）

〈現状の課題〉 〈課題の解決〉

出典：国土交通省



○敷地等を共同化し高度利用することにより、公共施設用地を生み出す

○従前権利者の権利は、等価で新しい再開発ビルの床に置き換えられる（権利床）

○ 高度利用によって新たに生み出された床（保留床）を処分して事業費に充てる

事業の仕組み
出典：国土交通省

権利変換



市街地再開発事業の実施にあたっては、下記の要件を満たす区域
であることが求められる。（都市再開発法第3条第3号）

●高度利用地区、特定地区計画区域等内

●地区内の耐火建築物の割合が1/3以下

●十分な公共施設がないこと、土地の利用が細分化されていること等、

土地の利用状況が著しく不健全

●土地の高度利用を図ることが都市機能の更新に貢献

出典：国土交通省



出典：国土交通省



出典：国土交通省
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都市計画区域
（都市計画法の適用を受ける区域）

静岡市の区域区分
・1970年７月１日 当初決定

（イメージ図）



2025年３月31日現在

種別 面積（ha）
行政区域 141,193

都市計画区域 23,490
市街化区域 10,537

市街化調整区域 12,953

箇所 決定年月日 地区
編入面積

(ha)

累計面積

(ha)

当初線引き 1970/7/1 ― ― 9,410

① 1978/4/21
瀬名、北、牧ケ谷、鳥坂、庵原、

興津及び清水港埋立事業
440 9,850

② 1990/2/23 鶴舞工業団地 22 9,872

③ 1992/7/28 下川原 21 9,893

④ 1994/10/28 清水港埋立事業 3 9,896

⑤ 2003/3/28 三保羽衣土地区画整理事業 21 9,917

⑥ 2004/4/30 清水港埋立事業 19 9,936

⑦ 2006/2/10 旧蒲原町 376 10,312

⑧ 2007/10/19 清水港埋立事業 4 10,316

⑨ 2008/10/24 旧由比町 137 10,453

⑩ 2010/12/28 松富上組 1 10,454

⑪ 2016/5/20 中島及び清水港埋立事業 31 10,485

⑫ 2017/11/28 恩田原・片山土地区画整理事業 40 10,525

⑬ 2020/8/3 清水港埋立事業 7 10,532

⑭ 2022/4/15 宮川・水上土地区画整理事業 56 10,588

― ー 縁辺部の災害危険区域等の逆線引き -51 10,537

10,537       2025年３月31日現在





都市計画区域

市街化調整区域

市街化区域





NO 付 議 基 準 付議区分

1 既存集落内の自己用専用住宅（分家住宅） 包括承認

2
大規模既存集落内の自己用専用住宅
（分家住宅） 包括承認

3 既存建築物の建替えの際の敷地拡大の特例 包括承認

4 産業廃棄物処理施設 包括承認

5 地域振興のための工場等 個別付議

6 研究施設 個別付議

7 大規模流通業務施設 個別付議

8 レクリエーション施設 個別付議

9
既存の土地利用を適正に行うための必要最低
限な管理施設 個別付議

10 収用対象事業による第一種特定工作物の移転 個別付議

11 社寺仏閣及び納骨堂 個別付議

12
社会福祉施設、介護老人保健施設及び有料老
人ホーム 個別付議

13 病院 個別付議

14 特別付議案件 特別付議

号 許可される開発行為・建築行為

1 地域居住者が利用する公共公益施設（学校、診療所、社会福祉施設等）
または店舗等

2 市街化調整区域内の鉱物資源や観光資源等の有効な利用上必要な施設

3 温度、湿度、空気等特別の条件を必要とする政令で定める事業の用に供する施設

4 農林漁業の用に供する施設または農林水産物の処置、貯蔵または加工に必要な施
設

5 特定農村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律」
による農林業等活性化基盤施設

6 中小企業の連携・集積の活性化に寄与する事業の用に供する建築物等

7 市街化調整区域内の工場施設における事業と密接な関連を有する施設で、事業活
動の効率化を図るために建設が必要なもの

8 危険物の貯蔵・処理に供する施設

9 道路沿道サービス（給油所等）または火薬類の製造所

10 地区計画の内容に適合する開発・建築行為

11 条例の内容（区域・基準）に適合する開発・建築行為
市街化区域に隣接、近接した区域で基盤整備が完了している区域で用途設定

12 条例の内容（区域・目的・予定建築物用途）に適合する開発・建築行為

13 都市計画の変更により市街化調整区域に編入されて６か月以内に届け出た開発・
建築行為

14 開発審査会を経て、開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがなく、か
つ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認める開発行為

※包括承認…定型的、類型的なもので、市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域において行うことが困難又は著しく不適当と認められ、
開発審査会があらかじめ承認しているもの。後日開発審査会にて報告している。

※個別付議…市街化調整区域内での立地実績の多い開発行為の類型を付議基準として整理・体系化し、事務処理市町の⾧が付議できる開発行為等の類型を
開発審査会が別に定めたもの。
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2025度中の策定に向けて作成中

フラっとに込めた想い

≪静岡都心地区のめざす将来像≫

強化する取組
平面横断化等バリアフリーでフラットな

移動環境の整備

目標イメージ
ふらっと立ち寄ることができる
みんなの第３の居場所づくり

連携する体制
フラットな関係で進める公民共創

静岡の魅力的なまちなかは人々を惹きつけ、交流を通じて時代のニーズに応える新たな価値を次々と生み出す好循環を
作り出してきました。しかし、人口減少、Eコマースの発展、コロナウイルス感染症によるライフスタイルの変容は、
人々の価値観を消費「モノの所有」から質の高い体験「コトの消費」へと大きくシフトさせています。このような時代の
変化の中で、従来の「モノを買う場所」としての機能だけでは、まちの魅力や活力を維持向上させることが困難です。

また、このことに加え、静岡都心地区においては、建築物の老朽化に加え、空き家、空き店舗が目立つようになり中心
市街地としての求心力の低下が顕著な状況となってきています。そこで、フラットな関係で進める『公民共創』を基本理
念として、単に商業機能を活性化するだけでなく、訪れる人々が感動し、学び、楽しみ、交流できる「体験型」のまちづ
くりの機能を強化します。

商都として栄えてきた歴史を活かしながら、異なる特徴を持ったエリアを有機的に繋ぐことで、訪れる人々に体験や感
動を提供し、場所への愛着を育みます。これに併せ、高齢者や子育て世帯も歩いて楽しく過ごすことができ、誰もが『ふ
らっと立ち寄りたくなるまち』の実現を目指し、職・住・商・学・遊が一体となったまちづくりを進めます。

人が主役、フラっとな『おまち』
・・・・

・・・・

運営する体制
まちづくりのプラットフォーム機能の構築



2025度中の策定に向けて作成中

めざす姿の実現には、これまで地域の住民・事業者の皆様との対話や来街者とのワークショップを重
ねた結果、施設や機能の更新による魅力向上、巡りやすい環境の充実、そして持続的な運営体制の構築
が重要であることを確認しました。

そのため、以下の３つの方針を掲げ、まちづくりに取り組んでいきます。



2025度中の策定に向けて作成中

①商都としての魅力ある空間の形成
 まちなみ誘導区域においては、伝統ある「おまち」の面影を残しつ

つ、まちなみ全体の一体感と景観の連続性を重視した建物の更新を
推進します。

 都心地区が持つ徳川家康公ゆかりの地としての歴史的背景、そして
温暖な気候に恵まれた緑豊かなポテンシャルを最大限に活かし、商
店街を中心とする地域資源に磨きをかけ、施設と道路等の公共空間
が一体となったまちづくりを推進します。

②職・住・商・学・遊を連携させたまちづくりの推進
 市民に愛される「おまち」の将来像を描くにあたり、都市機能重点

配置区域を設定します。この区域は、将来像を実現する上で核とな
る、極めて重要なエリアです。そのため、ニーズを的確に捉えなが
ら都市の主要機能である「職・住・商・学・遊」の戦略的な配置を
図るとともに、それらが有機的に連携することで、都心地区全体の
持続的な活力創出を強力に推進します。

③公共空間を利用した憩い・くつろぎの場を創出
 都市の価値向上に資する魅力ある空間の形成を図るため、まちなか

の緑地や歩行者優先道路を活用し、先導的に公共空間の再編を推進
します。

 青葉通りを中心とした交流空間においては、緑や日陰の設置の他、
休憩できる場を設け、利用者が過ごしやすい質の高い空間を形成し
ます。

静岡市の都心地区が持つ歴史と文化を未来へ繋ぎ、さらなる発展を遂げるために価値を『つくる』ことを方針の１つに掲げます。
様々な『つくる』活動を通して、市民一人ひとりが主体的にまちづくりに関わり、多様な体験を通じて愛着を育み、活気に満ちた魅力

的なまちづくりを目指し、以下の取組を推進します。

方針図

価値を『つくる』
～多様な目的を満足させる機能・施設の更新～



2025度中の策定に向けて作成中

①歩いて楽しいまちづくりの推進
 歩行回遊性向上区域においては、各界隈の個性を活かした魅力的な歩

行空間によってエリア間を連携させ、さらに連携イベントや情報発信
を通じて都市全体の回遊性を向上させ、より魅力的なまちの基盤を整
えます。また、これまで育まれてきた歩行者天国などの価値ある文化
を継承し、さらに発展させていくことによって、誰もが『歩いて楽し
い』と実感できる、賑わいと活力に満ちたまちづくりを推進します。

 歩行回遊性向上区域においては、その地区の魅力を最大限に活かし、
誰もが安全かつ快適に過ごせる『人中心のまちづくり』を推進します。
その実現に向けた方法の一つとして、時間制限の導入なども視野に入
れ、多様な形態での歩行者専用道路化について検討します。あわせて、
駐車場の適正な配置についても検討を深め、これらの取組を通じて安
全で賑わいのある歩行空間の創出を目指します。

 まちなかの大切な歩行環境を守るため、環状線を利用した迂回ルート
の機能を高めるとともに、まちなかに用がない車がスムーズに迂回
ルートへ流れるよう誘導する取組を強化して進めます。

②駅とまちの繋がりの強化
 JR静岡駅とおまちの間を通る国道1号については、既存の地下横断に

加えて、地上での安全かつスムースな横断の実現に重点を置いた整備
方策の検討を進めます。

 公共交通機関を利用して静岡を訪れる方を一層増やし、静岡都心地区
の持続的な賑わいと、環境負荷の少ない交通体系を実現するため、JR
静岡駅をはじめとする交通結節点の機能を強化し、その魅力を高める
取組を推進します。

③まちなかに適した多様な移動手段の充実
 まちなかにおける歩行者優先空間の確保を前提としつつ、多様な移動

ニーズに応えるため、自転車利用も視野に入れた移動サービスの充実
に取り組みます。これにより、交通結節点から離れたエリアへも来街
者を誘導する方策について検討を進めます。

誰もが訪れたくなる、そして住み続けたくなるような活気あふれるおまちを実現するために、エリアを『つなぐ』ことを方針の１つに掲げます。
静岡都心に点在する歴史・文化・商業・自然などの魅力的な要素を、歩行者中心の動線で結び、エリア全体の回遊性の向上と魅力的な都市

空間の創出を目指し、以下の取組を推進します。

エリアを『つなぐ』
～巡りやすい環境づくり～

方針図



2025度中の策定に向けて作成中

①様々な体験ができるおまち空間の創出
 まち劇スポットや公開空地などのオープンスペース、歩行者天国などの交流空

間を活用し、大道芸などの静岡らしい文化活動に気軽に触れることができる場
を形成します。
※まち劇スポット（まちは劇場パフォーマンススポット）：まちと人を結びコ

トを生み出すための場
 歴史、食、文化（アート、プラモデル）といった静岡の個性を最大限に引き出

し、体験型ワークショップや特色あるグルメイベントなどを通じて、訪れるた
びに新しい発見と感動がある多様な体験プログラムを創出・強化します。

 静岡市には清水エスパルスをはじめ、複数のプロスポーツチームが活動してい
ます。これらのホームタウンであることを最大限に活用し、スポーツによる都
心地区の活性化を目指します。例えば、温暖な気候を生かした青葉通りでのパ
ブリックビューイングにより、中心市街地でしか味わえない一体感や興奮を伴
う空間体験を創出します。

 静岡都心地区の夜を、歴史と自然を映す心地よい灯りで彩ります。 例えば、
エリアごとに青葉シンボルロードの光のイルミネーション、常磐公園の癒やし
のナイトガーデンなど、夜の魅力的な夜間景観を活用した多彩な「見て、触れ
て、感じる」体験により、「おまち」に新たな感動と賑わいを創出し、夜も観
光を楽しめるまちとしての空間を創出します。

②空間に賑わいをもたらすためのエリアマネジメントの実施
 歩行者中心の空間整備や広場の日常的な利活用による公共空間の魅力向上、地

元の食や歴史・文化といった地域資源を活かした多様な主体との連携によるイ
ベント・プログラムの実施、統一感のあるエリア戦略やデジタル技術活用を通
じた情報発信とプロモーションの強化、そしてこれらを推進するための持続可
能な組織体制の構築を推進します。

 持続的な賑わいを創出するエリアマネジメントを推進するため、地域の実情に
応じた推進組織を公民連携により設立・運営します。行政は、規制緩和などの
支援を通じて民間と連携し、それぞれの強みを活かすことで交流空間のポテン
シャルを最大限に引き出し、その効果的な利活用を促進します。

都心地区は歴史と文化、そして商業機能が交差する、私たちの暮らしの中心です。
来街者にとって忘れられない魅力的な体験を提供することや、みんなで理想のまちを創り上げるなど誰もがおまちを『楽しむ』ことを方針の１つ

に掲げます。
静岡のおまちが持つポテンシャルを最大限に引き出し、その魅力と活力を一層高めることを目指し、以下の取組を推進します。

まちを『楽しむ』
～空間の柔軟かつ積極的な利活用～

方針図



2025度中の策定に向けて作成中

江戸時代の町割を基盤としたまちの構成 商業や官公庁をはじめとした都市機能の集積

 江戸時代は、徳川家康公により駿府城下町が形成され、駿
府城を中心に、城郭周辺部に武士・商人・職人の居住地、
寺院が設置されました。

 現在、駿府城跡は駿府城公園や官公庁、学校等となり、ま
た周辺には静岡浅間神社などの貴重な歴史・文化的資源が
残されています。

 商人・職人の住んだ城下町は、現在も呉服町や両替町など
の町名が残り、商業活動の中心として賑わっています。

資料：葵歴史のまちづくりグランドデザイン

 JR静岡駅・静鉄新静岡駅周辺は、大規模店舗や小売店が集
積し商業の核を形成しています。

 駿府城公園周辺には行政・医療福祉・文教施設が立地する
ほか、近年はオフィスや住宅の需要も高まっています。

 これらの機能集積により、静岡都心地区は県庁所在地とし
て、広域的な集客力と高い生活利便性を備えたエリアと
なっています。

都心地区の施設の立地状況江戸時代の駿府の都市構成
資料：2021静岡市都市計画基礎調査を基に作成

分布している主な用途

住宅・店舗併用住宅
共同住宅・店舗併用共同住宅
業務施設
商業施設

宿泊施設
商業系複合施設
官公庁施設
文教厚生施設



2025度中の策定に向けて作成中

 静岡都心地区では、複数の商店街が存在し、それぞれがエリアごとに一体感を生み出し、魅力的なまちなみを形成し
ています。

 特に呉服町通りでは、多くの店舗が通りに直接面して立ち並ぶことで、賑わいや楽しさが創出されています。また、
壁面線や軒先のラインが統一されていることは、視覚的な連続性と安定感をもたらし、歩行者が心地よく安全に感じ
る空間づくりに貢献しています。このような空間は、単に通り過ぎるだけでなく、足を止め、交流し、多様な活動を
展開する舞台となる可能性を秘めています。

 一方で、静岡都心地区では、建物やアーケードなどの老朽化が喫緊の課題となっています。今後は、単なる施設の更
新に留まらず、この機会を捉えて歩行者空間のネットワークを再構築し、人々が憩い集える質の高い公共空間を創出
するとともに、より⾧く滞在したくなるような「居場所」を増やしていく必要があります。

 優れたまちなみを「静岡らしさ」と捉え、居心地の良い空間の維持・向上に向けて、民間と行政が協働して、より良
いまちなみを創造していくことが不可欠です。

適度な高さと密度で並ぶ商店街



2025度中の策定に向けて作成中

資料：経済センサス
小売事業所数の経年変化

 近年、静岡都心地区では小売店舗数の減少傾向が見られます。
 特に2021年（令和３年）にかけては、新型コロナウイルス感

染症拡大の影響が大きな要因となり、多くの地区で小売店舗
数の減少が顕著になりました。

 この状況から、商都としての歴史を育んできた「おまち」の
魅力が低下しつつあるのではないかと懸念されています。

資料：2021年度 静岡地域中心市街地通行量・来街者調査 結果報告書より作成
Ｅコマースの利用頻度の変化

 静岡都心地区の来街者の間でも、Eコマースの利用頻度が増
加傾向にあります。買い物に関する意識調査によれば、回答
者の約4割がEコマースの利用頻度が増加したと回答しました。
Eコマースを利用していない人を除いて計算すると、利用者
の中では約半数が利用頻度を増やしている状況です。

 これらのEコマース利用の変化は、実店舗への来訪動機やそ
こでの消費行動に影響を及ぼしていると考えられます。

減少傾向の小売店舗数 Eコマースの普及やライフスタイルの変化



2025度中の策定に向けて作成中

 静岡都心地区では、新しいマンション建設が続き、2006年（平成18年）から2025年（令和7年）にかけて定住人口が
増加している一方で、1996年（平成8年）から2022年（令和4年）の間に歩行者通行量が約15万人減少し、都心地区
の歩行者の減少が続いています。

 この「住む人は増えるが訪れる人は減る」という状況は、先に示したとおり都心地区の小売店舗の減少やEコマース
の普及などのライフスタイルの変化といった複合的な要因が、都心地区の住環境としての魅力向上とは裏腹に、広域
からの集客力や消費を促す力に影響を及ぼしていることを示唆しています。

 このようなことから、都心地区の定住人口を増加させるだけでは、都心地区が抱える課題は解決できないと考えられ
ます。

資料：2024年度 静岡地域中心市街地通行量・来街者調査 結果報告書
※ 1996 年度（H8）から継続調査している58 地点の通行量（合計）年度比較
※毎年11月の最終日曜日に実施

0

10

20

30

40

50

60

H8 H1
0

H1
2

H1
4

H1
6

H1
8

H2
0

H2
2

H2
4

H2
6

H2
8

H3
0 R2 R4 R6

通
行

量
（

万
人

）

静岡地域中心市街地の通行量（58地点の合計）

15,500

16,000

16,500

17,000

17,500

18,000

18,500

19,000

19,500

H2 H4 H6 H8 H10 H12 H14 H16 H18 H20 H22 H24 H26 H28 H30 R2 R4 R6

資料：静岡市 住民基本台帳

居住人口の増加と歩行者数の減少

静岡都心地区居住人口の推移



2025度中の策定に向けて作成中

 静岡都心地区では築50年以上の建物が多く老朽化が進行し、特に呉服町通りの江川町交差点から札ノ辻間に位置する防火建築帯は、
昭和30年代に都市の不燃化と防災機能向上を目的として街区単位で一体的に整備された経緯から、築60年以上が経過した現在、耐
震性の不足、設備の老朽化、外壁や構造体の劣化といった問題が深刻化しています。

 これらの建物の建て替えが喫緊の課題であるにもかかわらず進まない主な背景には、街区単位で整備された結果として多数の地権
者が存在し、それぞれの経済状況や建て替えに対する価値観の相違、相続による権利関係の複雑化などにより、建て替え更新に向
けた合意形成が極めて困難であるという点が挙げられます。さらに、高額な建て替え費用とその負担・回収の問題、現行の建築基
準法や都市計画法における制約、そして⾧年営業してきた既存テナントの権利調整や移転交渉の難航といった複数の要因が複雑に
絡み合っていることも、再生への大きな障壁となっています。

資料：2021静岡市都市計画基礎調査を基に作成

容積率 600％

築60年以上の建物

築50年以上～60年未満の建物

築30年以上～50年未満の建物

静岡都心地区の建築物老朽化状況

老朽化した建築物の安全性への懸念



2025度中の策定に向けて作成中

これまでの分析から、静岡都心地区は歴史や文化といった強みを持つ一方で、社会経済情勢の変化に対応しきれていない、
以下のような相互に関連する複数の課題を抱えていることが明らかになりました。

②居住人口が増加する一方で、
歩行者は減少している

④建物等施設の未更新に伴う
都市機能維持への不安

①小売店舗の減少などにより
商都としての魅力が低下

⑤歩行者通行量の減少と
歩行者導線の変化

⑥都心地区における公共交通
ネットワークと交通環境整備の不足

⑦憩い・くつろげる場所の不足

⑧まちづくりの担い手が不足

③老朽化した建築物の
安全性への懸念

• 静岡都心として積み重ねてきた商都としての歴史・個性がある一方で、時代に即した施設・機能の更新
がなされていない。

• 従来通りの物販中心の「消費」に価値を求めており、活動・イベント・静岡ならではのユニークな体験
に着目し、そこに行かなければ味わうことのできない魅力を重視する「体験」に価値を見出していない。

• 憩い・くつろぐことのできる場所の不足と、それらの繋がりが弱いこと、まちの魅力の発信や持続可能
な拠点形成のためのまちの運営などについて課題がある。

これらの課題を総括すると、静岡都心地区の現状は以下のように整理されます。
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“まちのロビー空間”

地上部分に歩行者のための広場空間を確保しつつ、

上空部分に民間活力を導入した建物を配置することを検討する。

既存ペデストリアンデッキのあり方

については関係者と協議中

広場面積

約２倍

①

②

③ ③

① ②

③ ③

④

⑤

73

②

サウスポット静岡

ホテルグランヒルズ静岡

サウスポット静岡

ホテルグランヒルズ静岡
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≪めざす将来像≫
「新たな文化・スポーツの拠点づくり」 と 「快適で住みやすい住環境づくり」
～最先端の文化・スポーツ等による新たな交流・滞在の創出と、

安心して住み続けられる住環境が共存する、非日常と日常が融合した新時代のまちづくり～



≪まちづくりの５つの方針≫
❶ 文化・スポーツの拠点としての、まちの新たな価値づくり
❷ 若者や子どもが、夢や希望を持てるまちづくり
❸ 誰もが移動しやすく、住みやすいまちづくり
❹ 人々の交流や、豊かで心地良い生活を生み出す空間づくり
❺ 緑と自然豊かな都市環境づくり

78

≪まちづくりの主要プロジェクト≫
Ⓐ 静岡市アリーナ
Ⓒ ペデストリアンデッキ
Ⓔ 土地利用規制（都市計画）の見直し
Ⓖ 低未利用地を活用した、多様な魅力を高める都市開発

Ⓑ 新県立中央図書館
Ⓓ 新たな交通システムの導入
Ⓕ 里山公園（谷津山）の保全・活用

Ⓖ



※スタジアム関係は「３２. アリーナ・スタジアム」に記載
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清水港及びその周辺において“みなと”と“まち”を一つの資産として最大限に活かす「みなとまちづくり」を公民連携により
推進する組織として、2018年4月に設立された。その後、各地区のみなとまちづくりについて提言を続けている。

港湾行政

静岡県

静岡商工会議所

会⾧ 学識者

事務局

県1名

市1名

民間2名

鈴与商事(株)

鈴与建設(株)

鈴与自動車運送(株)

柏栄トランス(株)

清水運送(株)

清水倉庫(株)

はごろもフーズ(株)

アオキトランス(株)

(株)天野回漕店

清和海運(株)

(株)TOKAIﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ

中部電力パワーグリッド(株)

都市行政

静岡市

社会事業

(株)静岡銀行

静岡鉄道(株)

(株)清水銀行

港湾事業

清水港振興(株)

清水埠頭(株)

鈴与(株)

主な活動内容









































方向１

方向2

方向3

方向4

交流機能

農業機能

居住機能

■

工業機能

物流機能



全体地区面積 約125ｈａ

概算面積表

※各エリア面積は、公共用地面積を含まない

恩田原・片山

宮川・水上

西大谷

富士見台

先行整備エリア

後発整備エリア

交流施設エリア 約20ｈａ

居住エリア 約18ｈａ

工業・物流エリア 約28ｈａ

農業エリア 約14ｈａ



静岡都心

東静岡副都心JR東海道新幹線・東海道線

恩田原・片山地区
約32.8ha

宮川・水上地区
約47.0ha

大谷・小鹿全体
約125ha





















※イメージ

※イメージ

農業
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クルーズ船





→

→





41 観光にも掲載













60 環境にも掲載
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ウォータースライダー
長さ82mの線形の異なる2つのスラ
イダーを設置し、繰り返し滑走を楽
しむことが可能。
スライダーの下部の空間を利用し
て芝生の休憩スペースを設置。

25mプール
6レーンを設け、スイミングゾーンと歩行
ゾーンに用途によって区別することで、
あらゆる人々の健康増進に寄与するこ
とが可能。

幼児用アトラクションプール
シャンプーハットや小型バケツ、水鉄
砲や小型スライダーを設け、初めて水
に入るような小さな子供たちも安全に
水遊びすることが可能。

芝生広場
多目的広場を兼ね、遊びや休憩、散策、イベントなどに
活用できる開放的な空間。日よけや幼児用の遊具、健
康アイテムを設置し、あらゆる世代の憩いの場を創出。

松林ゾーン
既存の松林を保全し、潮風害の軽
減や周辺の景観、環境調和に配慮
した。散策路や休憩ベンチを設け、
市民の利活用を図る。

流水プール
全長250m、幅６ｍの流水の変化のあ
る流水プールを設置。

直線スライダー
5色に色分けされたカラフルなスライダー。
友達と複数のコースを同時に滑り降り、競
争する楽しさを演出。

アトラクションプール
迫力満点のバケツアトラクションをはじめ、すべり
台や水車などの様々な水のアイテムを組み込み、
五感を刺激する演出を行う。

大型複合遊具
東西に細長い公園のヨコの連携を促す木製の大型複
合遊具。小さな子供から小学校高学年まであらゆる年
齢が挑戦できる遊具を設置。

収益施設（休養施設）
カフェや音楽ホール、多目的ホール、
富士山や駿河湾を眺める屋上ルーフ
トップガーデン等を整備し、市民の日常
利用やあらゆるイベントに活用。

2025年７月１９日供用を目指し、一年中楽しめる公園として、プールを含む公園全体の再整備をＰＦＩ手法により実施している。
事業者である「大浜シーリゾート株式会社」は、施設の設計、建設、工事監理、更に供用開始後の施設の維持管理、運営まで一括して実施。
ＰＦＩ期間は2040年３月までの15年間。

収益施設（駐車場）
既存の公園の平場を活用した駐車
場を津波避難タワーの西側に78台
(内車いす用2台)、東側の休養施設
に35台(内車いす用1台)を一体的に
整備し、車での来園の利便性を向
上した。

駐輪場
東西に細長い公園の立地に配慮し、
西側に170台、東側に136台(内バイ
ク12台)を分散配置。



1991年に駿府公園基本計画・基本設計を策定、2005年の再評価を経て、歴史遺産の保存・再整備を念頭に置きながら公園としての魅力を高める整備を実施。
計画策定から30年が経過したが、これからはさらに時代の動向を踏まえ、歴史ある駿府城の魅力を最大限に引き出し、その価値を活かして観光客をお迎えする。
また、市民が日常的に楽しめる空間、イベントを開催しやすい空間にも配慮しながら、災害時の広域避難地としての役割も果たしていく。

現在の駿府城公園周辺

葵小学校
中央体育館

市民文化会館

静岡県庁

静岡病院

附属小・中

静岡地裁

歴史博物館

配置図

慶⾧時代

天正時代

発掘状況 整備前 整備後のイメージ

駿府城跡天守台野外展示施設

天守台野外展示
管理・ガイダンス施設

天正時代・慶⾧時代の天守台を保全整備する。
異なる２つの時代の天守台を同じ場所で
見られるのは全国でも珍しい事例！

野外展示への理解を深めるVRシアターのほか、
展示室や管理施設を整備する。

来訪者が、歴史を楽しく体感し、
歴史散策を楽しめるよう、デジタル技術を用いて
高精細な天守のVR・AR映像を制作・活用する。

本丸広場
以前より広く、快適な空間にするため、下記の整備
を予定していく。

◎ 内堀の発掘土を沈床園に移し、芝生広場を整備
◎ 過密な植栽環境を改善し、利用者の安全を確保

するため、支障木や枯損木を整理し、健全な樹木
を育成

◎ 中央部の園路は現在の丸い形状を改め、家康公が
築いた本丸堀(内堀)のラインを踏まえた直線的な
形状とし、歴史的景観を再現

現在の園路は、歴史を
感じられない丸い形状

紅葉山庭園茶室紅葉山庭園茶室
茶室での料理提供が可能になるよう、
調理場を整備。
日本建築の伝統美を感じる数寄屋造りの
茶室を食事会や会議・研修などに
利用できる。

BEFORE
AFTER

24席のレイアウト
▼40席まで配置可能

沈床園
芝生広場

城跡を意識した角ばった園路にし、
広場の使い勝手が向上



清水船越堤公園は、1984年に公園の一部が開園され、緑豊かな公園で、高低差も大きく、清水の街並みや清水港が望める美しい眺望が特徴である。
公園施設を適切に管理・更新するとともに、公園利用者からの多様なニーズに応えるべく、民間事業者が公園施設の整備・管理を一体的に行うPark-PFIを制度を
活用し再整備を実施した。2025年３月にカフェ、トイレ、駐車場がオープンした。今後、茶室の活用など、新しい需要に対応した活用策を実施する。



城北公園は、1980年に公園の一部が開園され、日本庭園や子ども広場、グラウンドなどの充実した施設、四季折々に咲く花や、桜、なんじゃもんじゃの木等が
見どころの公園である。2021年度より公園内の一部エリアにおいて再整備を目指していたが、公園全体を再整備することが望ましいと考え、現在、住民や団体、
公園利用者の皆様と一緒に、城北公園の再整備ついて話し合う懇談会を開催している。

懇談会の構成



浜石岳

大崩風致地区

向敷地・丸子風致地区

賎機山風致地区

谷津山風致地区

有度山風致地区

大浜久能海岸風致地区

三保久能海岸風致地区

横砂山風致地区

清見寺風致地区
賤機山

鯨ヶ池

梶原山公園

谷津山

八幡山
有度山・日本平

風致地区

立地適正化計画における
居住誘導区域（都市機能誘導区域含む）

静岡市景観計画における
「市街地を囲むみどりの景観軸」
立地適正化計画における
計画区域（都市計画区域）

凡 例

秋葉山公園

陣笠山公園

今後重点的に利活用を図る里山公園

特徴的な眺望や自然環境を
有する供用済みの公園

一本松公園

清水船越堤公園



東静岡駅
周辺開発

富
士
山

有度山八幡山

賎
機
山

地元自治会や市民団体等
との機運醸成

散策環境整備

アクセス（駐車場）
環境整備

頂上部の
眺望環境整備

谷津山自然公園
愛宕砦の森

谷津山自然公園
郷土の森

谷津山自然公園
ピクニック広場谷津山自然公園

古墳の森

清水山公園

柚木公園

凡 例
土地筆界
都市公園供用区域
散策路

市民団体の活動支援

市民団体の活動支援

アクセス（駐車場）
環境整備



鯨ヶ池
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葵区

羽衣団地周辺（駒形通り） 羽衣団地の部屋（改修後）羽衣団地の外観



駿河区

駿河区役所（駿河区南八幡町） 有東団地の部屋（改修後のイメージ）有東団地の外観



清水区

静岡市こどもクリエイティブタウンま・あ・る 清水船原団地の部屋（改修後のイメージ）清水船原団地の外観
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アリーナ
予定地

JR東静岡駅北口市有地
（静岡市葵区東静岡一丁目29～33、37）

敷地面積:約26,359㎡

アリーナ予定地

公園

公園

芝生広場

県立科学技術
高校

新県立中央図書館
予定地

グランシップ

病院
オフィス

商業施設
温浴施設

マンション

地理院地図（電子国土Web）を加工して作成

アリーナ
予定地

アリーナ予定地

JR静岡駅

JR清水駅

JR東静岡駅

JR草薙駅

清水区

駿河区

葵区

N

N

国土地理院撮影の空中写真（2020年撮影）を加工して作成













次世代スタジアムシティとして参考となる好事例！
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自家用有償運送トータルサポートサービス提供会社

￥

＋

運行主体A

￥









➀公共交通機関の補完及び利用促進
②自動車交通の抑制
③放置自転車の減少
④回遊性向上地域活性化

※自転車活用推進計画では、目標を
「自転車分担率30％（2048年）」としている。

実施主体：静岡市
運営主体：㈱TOKAIケーブルネットワーク、㈱トコちゃんねる静岡、OpenStreet㈱
2020年６月に、上記４者で事業協定を締結し、官民連携事業として事業を推進
※事業協定に基づき、事業経費は㈱TOKAIケーブルネットワークが負担し、市は補助金等一切の費用負
担をしない。（2024年度には、事業開始後、初めて単年度黒字化を達成）

利便性の高い都市交通サービスにおけるシェアサイクルイメージ

駅・バス停
（ﾎﾟｰﾄ）

シェアサイクルは、公共交通の機能を補完することで、交通環境及び生活の利便性向上、環境負荷の
低減、地域の活性化など様々なメリットがあり、持続可能な社会の実現に貢献している。

・利用者数は、自転車やステーションの計画的な整備により順調に増加している。(5—2—1、5—2—2参照)
・事業範囲について、開始当初はJR静岡駅周辺等を重点地域としていたが、ステーションの増設により
ステーション密度の向上を続けてきた結果、利用者数も順調に増加。

・経営面では、事業開始から５年が経過し、車両の老朽化対策等の経費が増している。

シェアサイクルの利点：① ポートがあれば自由に乗り降りが可能 ② 不特定多数が利用可能 ③ CO2を排出しない



  開始当初 現在 比較

年月 2020年6月 2025年3月 58か月

ステーション数 47か所 250か所 5.3倍

自転車台数 94台 700台 7.4倍



利用環境が向上したことや市民に事業が認知されたことから、新規利用者数平均は月1,200人を超え、
2025年３月の新規利用者は過去最高の1,875人を記録した。

2025．3月
1,875人

2020．6月
676人

利用者（アプリ登録→利用）の新規人数及び累計人数



2024 （人口・面積は2024年4月時点）



パルクルの普及にかかる取組（事業者の努力）

パルクルを、継続可能かつ利便性の向上のため、次のことに取り組んでいる。

➀ サイクルステーションの配置見直し
パルクルの利用状況等から、随時ステーション間の位置関係を見直すことで、利用者の利便性向上及び

事業効率の向上に努めている。

② 不稼働となっている（使用されない）自転車への対応
充電切れやパンク等また、利用の少ないステーションで

長期に置かれたままとなっている車両に速やかに対応する
ことで、不稼働自転車の削減に取り組んでいる。

③ イベント開催時の臨時ステーション開設
集客力の高い「安倍川花火大会」や「エスパルスホーム

ゲーム」等について、臨時ステーションを設置することで、
会場へのアクセス性が向上している。

事業当初からの累計収支の改善等、事業の長期持続を可能とするために、更なる事業拡大、運営効率の向
上を進めている。
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10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

大きさ … 市面積を示す 色 …人口を示す

200㎢未満 200㎢以上 300㎢以上 500㎢以上 1,000㎢以上 80万人未満 80万人以上 100万人以上 150万人以上 200万人以上
300㎢未満 500㎢未満 1,000㎢未満 100万人未満 150万人未満 200万人未満

札幌

静岡

浜松

千葉

さいたま

川崎

神戸

福岡
名古屋

新潟

熊本

堺

北九州

大阪

岡山

広島

仙台

相模原

横浜

京都

（県人口に占める市人口の割合）

（県面積に占める市面積の割合）

※２０２０年国勢調査（総務省）を
基に静岡市企画課が作成

県庁所在都市集中型大都市Ⅰ型
県全体比の人口集中度：中～大
県全体比の面積集中度：小～中
人口：小～大 面積：小～大

県庁所在都市集中型大都市Ⅱ
型
県全体比の人口集中度：中～大
県全体比の面積集中度：大
人口：中～大 面積：中～大

独立大都市型
県全体比の人口集中度：小
県全体比の面積集中度：小～中
人口：小～中 面積：小～中

巨大都市圏外の県に類似した都市

人口：小 面積：大

参考：福井県、鳥取県、島根県、
高知県、徳島県










